
記入上の留意事項 
 

●賃金等に算入するもの 

令和 7 年度（令和 7 年 4 月～令和 8 年 3 月まで）に実際に支払われた、税金その

他社会保険料等を控除する前の「支給合計額」をご記入ください。 

賃金とは、賃金・給料・手当・賞与などの名称のいかんを問わず、労働の対償として

事業主が労働者に支払う全てのものをいいます。（通勤手当も含む。） 

報奨金、業績手当、大入袋等。 

休業手当（事業主都合の休業に対する手当【労働基準法第 26 条】）も賃金に算入

いたします。 

賞与は「賞与等」の欄にご記入ください。（賞与の支給がない場合は「0」と記入。） 

 

●賃金等に算入しないもの 

退職金、解雇予告手当、祝金や見舞金、弔慰金等の恩恵的なもの。 

産休、育休等で休業されている方に支払われる恩恵的な賃金。 

出産手当金。休業補償費（労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給さ

れるもの【労働基準法第 76 条】）。 

傷病手当金（【健康保険法第 99 条】）。役員報酬。 

事業主と生計を同じにする配偶者その他親族（家族専従者）の賃金。 

 

●その他、よくあるご質問 

Q.雇用保険に加入しているパート従業員は、どの欄に記入したらいいですか？ 

A.雇用保険に加入している従業員の方は、正職員、パート、アルバイト問わず 

①、④、⑤の欄（裏面参照）にご記入ください。 

Q.雇用保険に加入している従業員が育休中です。記入する必要はありますか？ 

A.産休、育休、病気等で休業中の方も在籍はしていますので、人員には含めます。 

ただし、祝金、見舞金等は賃金には含めません。 

Q.月の途中で雇用保険に加入した従業員がいます。 

A.雇用保険に加入した月の賃金からご記入ください。 

また、雇用保険加入前から在籍されていた方は、雇用保険加入前は労災保険（②

の欄）のみ適用しています。分けてご記入ください。 
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〆切必着 



 

 

① 雇用保険に加入している方の賃金。（パート、アルバイト含む） 

② 雇用保険に加入していない方（労災保険のみの方）の賃金。 

③ ①＋②の合計。 

右側の④、⑤欄は①と同じになります。 

※人員欄には各月の在籍人数をご記入ください。休業されていた方も在籍されて

いますので人員には含めてください。 

 

従業員の方が雇用保険に加入しているか等、ご不明な点がございましたら下記ま

でご連絡ください。 

 

問い合わせ先  労働保険事務組合新潟県歯科医師会 

TEL：025-283-3030 FAX：025-283-6692 

① ② ③ ④ ⑤ 

原則として「1.前年度と同額」に〇印を記入。

但し令和 8 年 4 月から翌年 3 月までの賃金

見込額が、前年度の 2 倍以上又は半分以下

になる場合は「2.前年度と変わる」に〇印を付

け、見込額を千円単位で記入してください。 

各月の「人員」「支払賃金」欄には、 

各月の賃金締日時点の使用労働者数と賃金

をご記入下さい。 

1 ヶ月の平均使用労働者数 

（4 月～3 月の労働者人数

の合計）÷１２ 

小数点以下切り捨て 

賞与の人数は含みません 


